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あいさつ

議題⑴ 令和５年度の実施状況について

事務局による資料説明

資料１に基づきまして、保育係から説明いたします。

重点事業項目１「保育所の受け入れの拡充」において、令和５年度は、

民間保育園２園の建設とあります。今年度、令和６年４月に新たに９０人

規模の保育園を２園開園予定で、これにより保育の受け皿が大幅に拡大さ

れると見込んでおります。

続きまして、重点事業項目１０「一時預かり事業の充実」において、令

和５年度現在、市内６ヶ所で実施しております。

今年度も上郷、色金、北、南、市が洞、アスクの市内６か所の保育園で

継続して実施しており、令和５年１２月末時点では延べ８３４人の受け入

れを実施しました。

先ほど申し上げましたとおり、新たに保育園が２園開設するため、一時

保育の受け入れは、今８３４人ですが、受け入れの需要はございますので、

新たな２つの園でも、一時保育の実施に向けて調整を進めております。

児童係から説明いたします。

重点事業項目５になります。

放課後児童クラブと放課後子ども教室の民間委託それに、一体型運営を

実施するため、公募型プロポーザルで事業者選定を行うとともに、必要な

準備を行いました。

計画どおり実施ができ、公募型プロポーザルによって事業者選定を行

い、株式会社トライグループが事業者として決定しました。現在、備品調

達や関係者の協議、現在のスタッフの移籍等の必要な準備を行っており、

令和６年度から放課後児童クラブと放課後子ども教室の一体型運営を「な

がくてひろば」という名称で実施することを進めております。

参考資料として、ながくてひろばの募集の際のチラシを配布させていた

だいております。事業の詳細につきましては、チラシでご確認いただけれ

ばと思っております。

続きまして、重点事業項目７の「児童館事業の実施」になります。

３つの項目がありますが、児童館まつりについて、地域の児童館まつり

として、市内の各児童館で１０月から１１月の平日と土曜日に実施しまし

た。参加者としては、合計で延べ２，５３５人の参加がありました。今回

も、子どもスタッフなど、子どもたちが主体的に参加できるように実施し



事務局

（子ども家庭

課）

ました。

重点事業項目１９「子育て支援アプリや電子申請の導入」になります。

以前から、子育て支援アプリ等で子育て情報を周知しているところです

が、２つ目の項目としまして、令和６年度のながくてひろばの申込を、電

子申請で受付を行いました。以上、大きな新しい取組として、報告させて

いただきました。

続きまして、継続事業項目３３「児童クラブの利用料の軽減」になりま

す。

令和５年度において、児童扶養手当の受給者世帯、就学援助世帯、生活

保護世帯に負担軽減を継続して実施していますが、令和６年度のながくて

ひろばからは、新たに市町村民税の非課税世帯に対しても、軽減措置を導

入します。

低所得者家庭への減免措置とは別になりますが、「きょうだい割」の減

免を新たに導入し、利用料のサービス負担を軽減していきます。

子ども家庭課家庭係から説明いたします。

重点事業項目１１「子育て援助活動支援事業（ファミリーサポートセンタ

ー事業）の実施」になります。

１月末現在で、ファミリーサポートの登録者数の方は、援助が９２人、

依頼が５２４人、両方が１１２人で合計７２８人。活動件数は、１，２９

６人、６件という結果でした。講習会は、計画どおり実施し、年６回、登

録講習会を行いました。フォローアップ研修会は、６月と２月に実施し、

交流会は、１０月２８日に、リースづくりと座談会を行いました。

また、事務等のデジタル化を図るために、「長久手ファミリーサポート

アプリ」というファミリーサポート専用のアプリを導入し、６月に利用実

績のある会員さんへ周知し、８月から活動を開始しております。使用開始

後、アプリに不具合等も生じておりますので、随時改修を行いながら、運

用しております。

続きまして、重点事業項目１３「子どもの預かり事業の実施」になりま

す。

預かりの児童数、延べ１，３１３人の利用が１月末現在でありました。

令和３年度から、利用者が増え、なかなか新規の方や単発利用の方が使い

づらい意見がありましたので、今年度予約方法を変更し、１度に４回まで

予約可能であったのを、１回に変更したところ、新規の方や単発利用の方

の利用促進につながっております。

続きまして、重点事業項目１５「子どもの家庭総合支援拠点事業の実施」

になります。国のこども家庭庁の動きに合わせまして、令和６年４月にこ

ども家庭センター設置に向けて、今年度、ハード面の整備と組織について

の調整を、企画政策課や財政課と行ってきました。

また、要保護と情報共有システムを導入しましたので、４月から稼働し、



事務局

（子ども家庭

課）

初動の迅速化が図られています。

子ども家庭課療育支援係から説明いたします。

重点事業項目につきまして、まず４点ご説明申し上げます。

１点目の２３「関係機関の連携及びこどもの発達相談室の設置による療

育支援体制の強化」についてです。長久手市医療的ケア児等ケース会議設

置要綱。長久手市療育支援個別ケース等協議会設置要綱を昨年度制定し、

今年度は、それぞれ１学期ごとに１回の会議を開催しました。

関係課が持ち寄ったケースについて、情報共有及び提案がなされまし

た。また、ケースを通じた、長久手市の課題についても情報共有がされた

というところです。

２点目、２４「発達相談業務の充実」についてです。令和３年４月にこ

どもの発達相談室を開設し、心理士、保健師、保育士、元教職員、小児科

医が相談を受けており、今年度は１月末時点で２２１件の相談がありまし

た。

相談内容は、言葉の遅れや学習の遅れが心配、発達障害の疑い、多動性、

集中できないなどが多く、福祉サービスの利用勧奨、継続相談、医療機関

へのつなぎを行っています。

出生から就園就学就労等と切れ目のない療育支援体制を整備し、保健、

医療、福祉、保育、教育といった関係機関との連携の強化を目指していま

す。

３点目、２５「巡回相談の実施」についてです。

発達相談室としまして、個別ケースに応じ保育園などを訪問させていた

だき、相談助言を行っています。

さらに、試験的にですが、９月から２月まで、毎月１回、実際に子ども

たちが、放課後の時間を過ごす児童館６ヶ所へも行っております。来年度

も引き続き実施していく予定です。

４点目、２６「児童発達支援センターの整備運営」についてです。

運営は、令和３年１０月１日から指定管理者である学校法人滝の坊学園

が担っています。事業としまして、児童発達支援、保育所等訪問支援の２

つを行っております。

児童発達支援は、０歳から就学前までのお子さんが対象で、年齢発達の

状態に応じ、少人数のクラスで、日常生活における基本動作の指導や集団

生活の適用のための訓練に取り組んでいます。１日の定員は３０人で、利

用には通所受給者証が必要になります。今年度は１月末現在、１日当たり

の平均利用者数は２０．２人となっています。

保育所等訪問支援は、保育園や幼稚園、小学校などに訪問し、集団での

生活の中で支援を行うものです。こちらの事業につきましても、利用には

通所受給者証が必要になります。今年度は、１月、契約者数が５５人とな

っています。訪問につきましては、公立保育園６園、市内外の民間幼稚園、



事務局

（健康推進

課）

委員

保育園に訪問しています。訪問するのは、言語聴覚士、理学療法士、保育

士のいずれか１人が行っております。

健康推進課からご説明いたします。

重点事業項目２０「訪問事業の実施」について、妊婦訪問は、助産師に

お願いをしまして、妊娠中に行く訪問が１件ありました。次に、こんにち

は赤ちゃん訪問は、３・４ヶ月児健診の前に、すべての乳児がいる家庭に

助産師または保健師の方が行く訪問になります。１月末になりますが、３

８９件訪問しました。令和４年が５７０人でしたので、１月末にはなりま

すが、昨年より少し少ない人数になっているかと思います。

次に、乳幼児家庭訪問になります。主に健診の後に、事後で何か言葉の

遅れがあったり、お母さんから心配なことがあったような家庭に訪問し、

４２件ありました。

続きまして、重点事業項目１１「産前産後サポート事業の整備」になり

ます。

産前産後サポート、サポーター派遣事業になりますが、妊娠中、産後に

体調不良等で身内の支援が受けられない世帯の方に、家事や育児の援助を

させていただいているものになります。１月末現在の実績になりますが、

１０名の方が利用されております。

産後ケア事業です。こちらは、訪問型は助産師の方が訪問にお伺いして

おります。

また、宿泊型、通所型があります。体調不良や育児不安、家族から十分

な支援が受けられない産婦さんと、乳児を対象に行っている事業で、宿泊

型、通所型につきましては、市内の産院に委託をしています。

内容は、乳房ケアや授乳指導、授乳方法の指導、あと育児手技等を行っ

ていただいているものになります。こちらは、利用の実人員ですが、訪問

型が１人、宿泊型が８人、通所型が今のところ１人ということで、１月末

は、この数字になっております。

重点事業項目２２「多胎妊婦、多胎育児家庭への支援の実施」になりま

す。多胎妊婦については、保健師の方からご連絡をさせていただいて相談

に対応します。

また、多胎サロンを開いており、年４回実施しております。情報交換の

機会や、交流の場を設定しまして、お子さんも一緒に来ていただき交流を

していただいているというものになります。

まず１つ目ですが、重点事業項目１０「一時預かり事業の充実」で、保

育園で行われているものだと思うのですが、一時預かりをして欲しいとき

に、何か理由は必要になるのですか。「こういう理由だったら、預けられ

るけれども、こういう理由だったらお断りする」というようなことは何か

ありますか。



事務局

（子ども未来

課）

事務局
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課）

委員

事務局

（健康推進課）

委員

事務局

（健康推進

課）

委員

重点施策１３の「こども預かり事業」の予約の回数が１度に４回までだ

ったのが、１回に変更になったということで、これに関して利用者さんの

方から何か不便になったとか、使いづらくなったっていうような声が、あ

ったかどうかお聞きしてもよろしいでしょうか。

「一時預かり」について、一時保育事業として長久手市の窓口でパンフ

レットを置いたり、ホームページにも載せます。

対象となる方は、長久手市に住民がある方。条件としては、保護者の方

が仕事されている、期間は週３日とか、要件は細かくあります。緊急で入

院したり、病気になったりで、緊急で預かりたいという方は、１４日以内

でお預かりします。

また、私的理由と表現していますが、ご自身の学校行事があったりとか、

何か自己啓発の講習等に参加されたり等、私的な理由の場合は、月４日以

内でお預かりします。細かく要件が定められているので、もし必要であれ

ば、チラシをご用意して、お渡しいたします。窓口にあるので、またお持

ちします。

「こどもの預かり事業」の予約方法の変更について、不便だとか使いづ

らいとかいうご意見ですが、特にはありません。半年間、試行期間を設け

まして、利用者の声も聞きながら、十分に検証した上で決定したという経

緯があります。今のところ使いづらい等のご意見はありません。

重点事業項目２０「訪問事業の実施」について、こんにちは赤ちゃん訪

問が令和４年が５７０人だったのに対して、今年度、令和５年が３８９件

は少ないということですが、もしお分かりでしたら理由を教えていただき

たいです。

今年、妊娠届の数からも例年に比べて少ない届け出になっておりますの

で、赤ちゃん訪問の人数が減っているかと考えられます。

追加で質問ですが、確かに出産件数が減っているのは、世の中の事情で

理解できますが、少し減少幅が大きいように思いますが、出生数の比率と

この比率というのは、相関があるのでしょうか。

申し訳ございません、こちらはまだ１月末現在の数になっております。

あと２ヶ月分ほどの利用を足すと、ひと月で４０人ぐらいはいるかと思い

ますので、もう少し５００に近い数字になるかと思います。

重点事業項目５の放課後児童クラブというものと放課後こども教室の

違いというのは、どういうところにあるのでしょうか。



事務局

（子ども未来

課）

委員

事務局

（子ども未来課）

委員

事務局

（子ども未来

課）

委員

放課後児童クラブは、所管としては、こども家庭庁にありまして、基本

的に就労がある方の預かり事業で、放課後の預かりを行う事業でございま

す。

放課後子ども教室というのは、文部科学省が所管しています。放課後で

の体験とか学び等を行う事業で、就労の有無は、特には定めがありません。

これらについて、放課後子ども教室と放課後児童クラブの一体型運営を

行うことは、国が平成２０年代から示し続けています。この２つの放課後

の事業を一体的に行い、児童クラブの子たちも放課後こども教室の体験プ

ログラムに参加ができます。この事業をすることに対して、国が支援と行

うものです。

一体化ということが少しイメージできなくて、どのような違いがあり、

どのように一体化されたか、わからなかったので質問しました。

従来子ども教室として行っていたものに、児童クラブの子たちも参加で

きるという形の一体化であるというふうに理解すればよろしいですか。

その通りでございます。

重点項目の１９番について、事業評価のところが「○」で、他の事業評

価がすべて「◎」になっています。

恐らく実施状況のところで、電子化ができなかったというところがある

と思うので、このような考察になったと思います。

この見込みですが、今年度実施するのかまたは来年度にスライドしてい

くのか、そこだけお聞かせください。

委員のおっしゃるとおり、保育園の入所案内・入所の申し込みの電子化

が、様式の変更の対応ができずに実施することができなかったというもの

です。

今後の見込みですが、必ず令和６年度できるという見込みがまだできて

いませんが、時代の流れもありまして、電子化の準備を進めていきたいと

思っています。

先ほどの児童クラブの関連で質問させていただきたいです。

後程の説明にあるかもしれませんが、資料３でアンケートの結果があり

ました。

これを見たときに、希望する低学年や高学年の過ごし方という、資料３

の５番の設問ですが、保護者さんの希望する過ごし方で、低学年では、放

課後児童クラブが４６．８％ということですが、今後新設される、この定

員数は大体それをカバーできるような人数になりますか。



事務局

（子ども未来

課）

委員

事務局

（子ども未来

課）

委員

事務局

（子ども未来課）

委員

定員としましては、実情としては確保の見込みは何とも言えない状況で

す。

場所では必要なスペースがいることと、当然スタッフを確保しなくては

いけないこともありまして、令和６年度のながくてひろばを５年間、長期

計画でやっていくようになります。その中で放課後の居場所を学校内で確

保しながら、需要に対応していこうと考えています。

重点事業項目５「ながくてひろば」の質問です。

児童クラブ等、放課後子ども教室、こども家庭庁と文部科学省、違う部

局がやっているところを、ようやく一体化することができたと伺いまし

た。

長期の委託をするということで、事業者から、何か特殊な長久手にふさ

わしい事業提案というものは、なされているのでしょうか。お聞かせくだ

さい。

実際、一体型というものが、全国的に珍しいものではなく、今回のトラ

イグループにしても、関東や関西の方でも、一体型の事例は受注されてい

るとお伺いしています。

長久手だけに特化したというものはありませんが、業者の提案では、放

課後子ども教室の体験プログラムは、支援員が毎日違ったことを行い、ス

タッフが頭をひねらせながら考えているというのが、実情としてあります

が、トライグループとしては、用意しているメニューがたくさんあり、ノ

ウハウを提供できることを提案されています。

もともと、放課後子ども教室は、地域のボランティアの方を活用した事

業でございますので、地域のボランティアの方々の今まで培った知見も活

かしながら、新しい提案も取り組みながら、プログラムを充実したいと考

えております。

今の質問の追加になりますが、それは中学生も含むことは可能ですか、

ターゲットは小学生のみでしょうか。

すみません。こちらの方は小学生のみの対象となっております。

重点事業項目１１「ＩＣＴ化」です。

ＩＣＴ化を進めていくことは本当に賛成しています。例えば、このアプ

リを今、試験的に改良しながら、運営していると思いますが、今までのマ

ッチング率から比べて、このアプリを入れたことで、そのマッチング率は

アップはしましたか。その辺を少しお聞かせください。
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このファミリーサポートアプリにつきましては、マッチング機能は、こ

のシステムに搭載しておりません。

実際にマッチングが終わった援助と依頼が、このアプリを使って、何日

に、こういう活動をお願いしたらいいかということ、予約等変更の報告等

もアプリを使っています。最終的に、月まとめて報告書を提出してもらい

ます。

事務局への報告もアプリでできるようになっており、実際のマッチング

は、間にアドバイザーが入って調整をするという形になります。

重点事業項目１４の「子育てサークルや子育てボランティアの支援」と

いうところの、「公益財団日本財団」と書いてありますが、こちらは、ど

この場所にあるのでしょうか。

公益財団日本財団の所在は、恐らく東京にあると思いますが、この日本

財団が行っている「子ども第三の居場所」という事業がありまして、これ

に関しまして、ＮＰＯながいくが、手を挙げられました。

財団のこの事業に関しては、３者協定ということがありますので、協定

の形としましては、財団とＮＰＯながいく、長久手市の３者協定という、

そういう仕組みになっております。

令和３年度から、３年間という期間で連携協定を結んでおります。

児童館まつりですが、今回、お手伝いに参加したのですが、子どもたち

の参加が予約制となっていました。予約がいっぱいになってお断りすると

いうことはないですか。

今回の予約は、電話と電子ホームでも受付を行いました。実際のところ、

枠を設けていますので、どうしてもお断りしたり、この日だったら空いて

いますということを斡旋することはしていました。

以前行われていた児童館まつりのイメージと違い、今回は予約制だった

ので、意外と落ち着いた状態の中だったという思いがありました。

お手伝いの人にしてみたら、結構余裕が時間的にあり、おそらく色々な

資材や教材など準備されるためには、予約制がスムーズにいくのだろうな

と思いますが、おまつりとして、いかがでしょうか。

確かに予約がないと、教材や資材等が準備ができないということもあり

ます。あまり人数を制限してしまうと確かに落ち着いてしまい、にぎやか

さは、なくなってしまうという部分あります。

加えて、曜日によって幼児の日、小学生の日を設けています。小学校の

日は、学校があるため、大体土曜日になります。幼児の日は、意外と落ち
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着いてている傾向はあります。運用について、検討したいと考えておりま

す。

では、資料２に移りたいと思います。

作業部会の進捗状況につきまして、事務局から説明お願いいたします。

議題⑵ 作業部会の進捗状況について

事務局による資料説明

資料２作業部会の進捗状況について、説明いたします。

この作業部会の目的ですが、市と各団体等との連携及び協働に関するこ

と、子どもの居場所に関する現状と課題の情報共有を目的に、令和４年の

1月から開始をしております。メンバーとしましては、市内の子育て団体

の代表者２人、ファミリーサポートの代表者１人、市の主任児童委員１人、

市の子供会連絡協議会の代表者の方が１人、という構成になっておりま

す。

令和４年度までの経過ですが、第１回は、令和３年度、令和４年の１月

に１回目を開催しました。このときは、１回目のため、委員の顔合わせと、

事務局の方から児童虐待防止についての啓発、各団体さんの活動について

の情報共有を主に行いました。児童虐待の相談先啓発の方法についてもご

意見をいただきました。

第２回は、令和４年の５月に実施をして、主に各団体さんの活動内容の

情報共有を行いました。１回目にもらったご意見は、きずなネットのお知

らせのカテゴリーに定期的に掲載し、改善をしました。

このとき、市として、祖父母手帳の作成について進めるということがあ

りましたので、作成について、作業部会で掲載の内容について意見をもら

いました。

第３回は、令和５年の１月に実施をしまして、各団体の活動内容の情報

共有の他に、祖父母手帳の作成に向けてのアンケートを行いました。そち

らの結果報告、掲載内容について、各委員からご意見をいただきました。

その意見を参考に素案を作成し、祖父母手帳に関しましては、令和５年度

に発行することを説明しました。

令和５年度の実施結果ですが、部会としては第４回の令和５年１１月に

実施をしました。各団体の活動内容の情報共有を行い、この時点で、祖父

母手帳についてサンプルができ上がっていましたので、サンプルを見てい

ただき、内容やデザイン、ＱＲコード等の掲載についてのご意見をいただ

きました。この結果、祖父母世代と子育て世代にもサンプルをみせ、モニ

タリングを行い最終調整しました。

祖父母手帳につきましては、令和６年１月２５日に市のホームページに

掲載し、発行しました。ホームページにＰＤＦを掲載するという方法での
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発行になりますので、まず、ＱＲコードから読み込んでいただければＰＤ

Ｆが見れるようになっております。また、紙媒体の閲覧用として、机上配

布させていただきましたので、参考にご覧になってください。

この子どもの居場所作業部会が、祖父母手帳をお作りになるということ

は、祖父母が重要な子供の居場所であるという位置付けでの関わりなので

しょうか。どのように、理解すればよろしいでしょうか。

この祖父母手帳を作るにあたって、今、現役の子育てをしている世代と、

その親にあたる祖父母世代の色々な育児に関する子育ての情報のギャッ

プや考え方というところを、うまくコミュニケーションをとって、サポー

トし合いながら育児をしていただきたいということで、コミュニケーショ

ンツールとして作成をしていた経緯があります。

色々な子育て支援をしていただいている団体さんに、色々な角度からご

意見をいただきたいということで、この作業部会の中で意見を聴取したと

いう経緯があります。

子どもの居場所に限らずということですね。大事な子育ての担い手とし

ての祖父母の位置付けは、どういうことかを理解いたしました。ありがと

うございます。

では、次の資料３「第三期子ども子育て支援事業計画アンケート調査の

報告」について、事務局から説明をお願いいたします。

議題⑶ 第３期子ども子育て支援事業計画アンケート調査結果について

事務局による資料説明

就学前児童と小学生と２つに分かれております。

まずは、就学前児童の方をご覧ください。

こちらの調査の目的としましては、長久手市の子ども子育て支援事業計

画を策定するにあたり、就学前の児童や小学生の子供を持つ保護者に対し

て、子育てに関わる実態・意識をお伺いしまして、保育事業の需要量の見

込みを設定して、長久手市の子育て支援の充実を図る上での基礎資料とい

う形で行っております。

対象としましては、就学前児童の保護者については、郵送配布または郵

送回収、Ｗｅｂ回収も今回から始めました。

期間としては、１２月６日から１２月２８日まででございます。

配布数は小学生と未就学児童それぞれ２，０００通ずつ出しておりま

す。就学前児童の回答率としては、８８４件でございまして、回収率とし

ては４４．２％でございました。

主な調査結果をご説明しますと、まず⑵ 保護者の就労状況でございま



す。

母親の就労状況について、以前は働いていたが、現在は働いていないと

いう方が、実際２７．４％で最も多くなっています。父親の就労状況とし

ては、フルタイムが最も多いという結果ですが、前回と比較して細かく見

ていきますと、母親のフルタイムは、就業が２６．１％という結果になっ

ていますが、前回、平成３０年度では１９．３％というような回答でした。

それと同様に、パートタイムで働いている方が、今回２７．３％という

回答ですが、こちらも、前回は２１.８％で、割合としては少し上昇して

いるという傾向があります。

平日の定期的な幼稚園や保育園などの利用状況、利用希望についてです

が、現在利用しているという方が７６．７％ととなっています。認可保育

所という方が４８．８％と多く、次いで幼稚園が３８．３％となっており

ます。

前回の割合は、現在利用しているという方が６２．９％で、率としては

高くなっています。認可保育所の利用は、４５．９％で、幼稚園の利用は

４１％という数値となっております。

今後利用したい事業の結果として、全体では認可保育所が５２％と最も

高く、次いで幼稚園が４５．１％。幼稚園の預かり保育が３８．６％と、

認定子ども園が２０．４％となっています。こちらの平成３０年度の割合

は、前回は幼稚園が５１．６％と最も高くなっていました。次いで、認可

保育所が４８．９％。幼稚園の預かり事業が４３％程度となっています。

意識が少し変わっているのかもしれませんが、このような形です。

⑷ 病気になったときの対応でございます。

こちらが、お子様が病気やけがで普段利用している、幼稚園や保育園が

利用できなくなったことがあったかについて、「あった」が８３．６％と

なっています。

利用できなかったときの対処方法として、「母親が休んだ」が７６％と

最も高く、次いで「父親が休んだ」が３８．３％、「父親または母親のう

ち就労してない方が見た」が２２％ですが、前回では、利用できなかった

率としては、８０％と前回も同様だったのですが、前回における母親が休

んだ数値は６７％だったのですが、前回よりも数字が上昇している傾向に

なっています。前回「父親が休んだ」は２８％なので、前回と比べると、

意識は上昇している傾向でございます。

⑸ 小学校の就学後の放課後の過ごし方について、低学年の過ごし方と

しては、「放課後児童クラブ」が４６．８％と最も高く、次いで「自宅」

が４６．２％、続いて「習い事」も同等の率です。そして、２６．５％が

放課後子ども教室でございます。

高学年の方となりますと、高学年は、「習い事」が６４％と最も高く、

次いで、「自宅」が６０．９％、「放課後児童クラブ」が３０．５％、「そ

の他」が２３．４％、「放課後子ども教室」が１９．４％です。傾向とし



ては、まず低学年について、前回の平成３０年度では、最も高いのは「習

い事」で５３．２％、続いて「自宅」が４５．２％、「放課後児童クラブ」

は３７％、「放課子ども教室」が１９．８％という順です。

高学年は、傾向としては、同じで「習い事」が最も高く６８．９％、次

いで「自宅」が５０％、「放課後児童クラブ」と「放課後子ども教室」、「児

童館」というような順番になってきますので、前回と傾向はあまり変わっ

てないような状況です。

妊娠出産につきましては、妊娠出産期の困りごとについて、「妊娠出産

に対しての体調管理」が４８．８％で最も高くなっている状況です。

妊娠出産期にあったらよかった、利用すればよかった支援というもの、

「産後ケア事業」が２０．８％で最も多く、続いて「妊産婦歯科健康支援

診査」が１９．２％となっています。

次が小学生のページでございます。

２，０００通送りまして、回答率としては、４３．３％というような同

等の数字で回答がありました。

まず、保護者の就労状況におかれましては、母親の就労状況については、

パートアルバイトで働いているというような方々が、４８．５％で最も高

くなっております。前回の傾向としましても、同様でパートアルバイトが

最も高い状況でございます。

⑶の児童館の利用状況について、児童館を「利用している」方が２０．

４％で、「利用していない方」が７８．３％というような結果になってお

ります。

児童館の利用希望について、「利用してないが、今後利用したい人」が

１５.８％、「新たに利用したい、利用日数を増やしたいと思わない」が７

２．６％となっており、児童係としては、少し残念なところです。ＰＲし

ていこうと思っております。前回は、「利用している」方々が３１．４％

で、利用していない方の数字がダウンしているというのは、コロナ等の影

響があったのかもしれません。

利用希望につきましても同様な傾向で、「利用していない」が１８．８％、

「利用したい」が１８．１％で、この「利用したいと思わない」方が、も

う少し多いような傾向にあるかなと考えていますので、児童館の活用のＰ

Ｒは、児童係としての課題かと考えております。

病気になったときの対応について、病気やケガで小学校への登校ができ

なかったことについて質問をしているのですが、「あった」という方が７

３．６％となっています。

対処方法として、「母親が休んだ」が７１．１％、「父親が休んだ」が２

２％となっています。

前回の調査では、「必要があった」が５６．８％という結果だったので、

何か影響があったのかもしれません。対処方法については、前回の結果と
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しても「母親が休んだ」が６３．２％、「父親が休んだ」が１７．６％、

「父親または母親のうち就労していない方が子どもをみた」が２８．４％

というような結果でございました。

⑸について、申し訳ございませんが、資料のミスがございます。未就学

児の内容を転記しておりましたので、口頭で訂正させていただきます。

下のグラフが実際の正しいグラフでございます。それで述べさせていた

だきます。希望する放課後の過ごし方としまして、低学年の方は、最も高

いのは「自宅」というような結果になっています。これが５６．５％でご

ざいます。２番目は「習い事」で５５．８％、次に「放課後児童クラブ」

で４０．３％、「その他（公園など）」が３１．７％、という順番になって

います。

高学年は、未就学児と同じで「習い事」が５７．２％。そして２番目が

「自宅」で５５％、３番目が「その他（公園など）」で３３．５％、４番

目に「放課後児童クラブ」で２７％という順番になっております。

傾向としては、前回とほぼ同等でして、「習い事」と「自宅」が大半を

占めて、「放課後児童クラブ」が３割、という結果になっておりました。

また、クラブ活動や習い事しているかどうかというアンケートもありま

して、学習塾・通信教育・家庭教師で「している」という方が６２．６％

となっております。

一方、学校のクラブ活動は、「していない」という方が６９．４％とい

う結果となっております。小学校のクラブ活動が、令和６年度で終了する

状況でございます。

これから、また質問、ご意見を伺いたいと思いますが、すみません、ま

ずこれを理解するために幾つか確認させていただきたいことがございま

すのでよろしいでしょうか。

まず、この小学校、未就学幼児と小学校の２つのデータですが、この該

当対象となっている家庭は、どちらも全く別。独立していますか、それと

も重なる部分があるのでしょうか。

全く別の世帯をそれぞれ家族構成からみて抽出をかけています。

まず、その上での回答だということで、ぜひデータをお読み取りくださ

い。

それで、その上で先程の就学前の⑸がとても気になりまして、質問の仕

方ですが、幼児であれば、今後小学生なった場合に、「どのように低学年

の間を過ごすのか、高学年の間を過ごすのか」ということで、保護者は、

あくまで幼児ですので、「今後どのように過ごして欲しいというか、過ご

すであろう」ということの予測値であるというふうな理解でしょう。

もう 1つの小学校の方も先程のご説明ですと、中身については、ミスが
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ありますが、希望するというご発言だったのですが、これは実態ではなく

て、それでもやはり小学校の場合でも希望なのでしょうか。実態と希望で

は少しデータが違います。

小学生も希望になっています。

実際そうしてるか、どうかではなくて、こうして欲しいを聞いているの

はなぜでしょうか。

設問的は、国の方から雛形がを示されていまして、５年ごとに聞いてい

るという調査になっています。

確かに国のデータを踏襲するということは、比較する上で、当然かと思

うのですが、この場合は、例えば、乳幼児期にこのように描いている人た

ちが実際どうなのかを確認した方が、データとしての面白さといいます

か、今後の私たちにも、学びに繋がるように思いますので、ほぼ実際値で

はないかなと思います。

例えば、小学校でみると、低学年であっても習い事に通わせたいのか、

通っているのかというのは、やはりかなり違うと思います。

ですから、国の雛形があったとしたら、実際どうなのかと、もう１つ質

問していただけるとありがたいです。そして、それが幼児期の思い、小さ

いときにこう描いていたものが実際なってみたら、どうなのか。そこにど

んな歪みが起きているのか、問題があるのか、ケアの仕方があるのか等、

解釈ができると思います。

これだと、あくまでお互い希望なので、実際はどうなのか。推測でしか

なくなってしまうので、先ほど最初に聞いたのはそういう意味で、何か両

方いらっしゃれば、そういうことも聞かざるをえなかったのか、聞きづら

かったかなという意味で伺ったのですが、独立していて重複していないと

いうのであれば、やはり、その質問も、児童館の利用率が低い結果も、行

けないような時間帯に習い事ばかりしているということかもしれません。

その児童館自体のメニューのことも確かにあるかもしれませんが、児童

館に行けないような子どもたちの忙しさと読み取るとまた解釈も変わっ

てくるし、方針も変わってくると思います。

そのあたりを知りたくて、最初に確認をさせていただきました。

就学前の⑶幼稚園保育園に利用していることから派生して、平日の定期

的な幼稚園保育所の利用希望というところですが、平日にどこを利用して

いますかということで、それがどういうところを希望していますかという

意図ですよね。このご質問は。

そうしますと、この利用しているという回答をされている６７８名は、
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こちらの表の方の、Ｎの６７８と一緒なのですよね。幼稚園に行っていま

すという方が３８．３％いる訳です。ところが、利用していますの幼稚園

は４４％ですよね。この違いというのはどういう違いなのでしょうか。

今のご質問の就学前のところの、平日の定期的な幼稚園系との利用状況

と、並行的に幼稚園保育園の利用希望の違いは何かというところでよろし

いでしょうか。

こちらは、最終的には全編を皆様にお見せすることになるかと思います

が、その時に、きちんと設問文を入れた状態でお示しします。

まず⑶のあくまでも「今利用している方がどこを利用していますか」と

いう質問になっております。

その次の、利用希望というのは、実は、この設問文としては、「現在利

用している利用していないにかかわらず、今後あなたが定期的な利用教育

保育事業として使いたいところはどこですか」と、実は別の設問になって

います。

例えば、先程の最初の１ページの方の、平日の定期的な幼稚園保育園な

どの利用を、「利用していない」方に対しても聞いている設問になるので、

そういう人も含めて全体のニーズをとらえるための設問ということで、８

８４人全員に答えてもらっているという形になっております。

なぜこういう設問があるかは、先程説明があったように、国がこのよう

な設問にしているということがあります。

この子ども・子育てのニーズ調査は、最終的には、国の方で手引きを出

しているのですが、来年度策定される子ども・子育て支援事業計画に載せ

る幼稚園や保育所等の、次の５年間の利用のニーズ量の見込みを出すため

に必要な設問になってくるような形になります。

このような説明が少なくて大変申し訳ないですが、このような設問の聞

き方になっているというところで、改めてご理解いただければと思いま

す。

実は、今の質問は先程とは違います。つまり、先程は実態がわからない

ままに希望だけを聞いているところがもったいないという質問だったの

ですが、この場合は逆だと思っています。

今の説明はあった方が絶対に良くて、なぜかというと、幼稚園を実際利

用した人は３８％だけども、もっと利用したいというデータという訳で

す。

ですから、幼稚園側の方にとってみれば、幼稚園の人気というか幼稚園

をもっと利用したいと思ってくださっていると読めるわけですよね。そこ

の説明は、端折らずにやっていただかないと、この利用している利用して

いないということの解釈によって、実際使っている、例えば、幼稚園の預

かり保育は、こちらのデータですと３．４％しかないのですが、実際は、
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３８．１％も利用している人がもっと使いたいということですよね。ただ

トータルということは、これは複数回答可ってことですか。

はい、そうです。

幼稚園に行っている人も幼稚園も行きたいし、預かりも使いたいし、複

数選択したということではないとこういう数字は出てこないと思います。

すみません。複数回答です。利用したいところに丸をつけてもらってい

ます。

だから、先程の実数、実際数よりも多めになるということが生じるとい

うことですね。そのように理解していくと全体が見えてくるような気がい

たします。

国からのアンケートを踏襲しているということですが、例えば、この小

学生の設問の⑹クラブ活動習い事等についての１項目の「学校のクラブ活

動、（部活動）」とありますが、長久手市は、小学校については、部活動が

なくなるっていうことで、今の５・６年生までで、来年度は６年生だけで

すよね。

そうです。

そもそも、この部活動というのは長久手市からはなくなるという項目な

わけなので、このアンケートをその世帯にどういうふうな文言で出ている

のかわからないのですが、あくまでも、この調査の目的が長久手市子ど

も・子育て支援事業計画を策定するということにあるなら、長久手市に即

した質問が、あってもよりいいのかなという気はしました。以上です。

こだわって申し訳ないのですが、先程の、幼稚園保育園の利用者のとこ

ろの結果の分析ですが、２番目のところで、平日の定期的な幼稚園保育所

などを利用していない人の方が利用している人よりも、利用率規模が高い

というご判断になっていますが、ここはそうなってくると、どうなのかな

というのは、もう一度よく検討すべきではないかなというふうに思いま

す。

先程のことを踏まえますと、すでに利用している人にとっては、時間的

にも、色々な意味で制約もかかっているわけです。

単純にそれを言ってしまっていいのかとか、利用してなければ利用した

いというのは、当然のことなので、そこをそういうふうに単純に結論づけ

てしまうと、本当のニーズは見えてこないのではないのかなという気がし
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ます。

ニーズ調査とともに、量の確保等を、新年度にかけて、また国の方から

指針が出ていまして、それに基づいて算出していくことになりますが、そ

のような傾向も検討しながら数値の方については、算出することになるか

と思います。

その数字については、この会議の方にもまた審議いただくという形とな

ります。またよろしくお願いします。

小学校方のアンケートの⑷ですが、四角で囲われた中に、病気になった

ときの対応について書かれております。

「仕方なく子どもだけで留守番をさせた」という割合が１１．９％、こ

れが個人的にわりと高いのではないかと思っておりまして、低学年の子を

１人で留守番させるということが、親としても心配ではないかなと思いま

す。

その下の方に、未就学児のアンケートもそうですが、ファミリーサポー

ト事業を利用したというところは項目としてはありますが、利用されてい

ない。利用されていない状況が、基準が厳しいのか、そもそも利用の使い

勝手が悪くなっているのか。どちらなのかなという疑問が湧きました。

病気になったときというところなので、病児病後児という扱いになるのか

なと思います。

このファミリーサポート事業に関しましては、相互援助活動といいまし

て有償ですが、わずかな報酬でお互いを助け合うというボランティアを基

本とした事業になりますので、例えば感染症に罹患していてというところ

は、お預かりできないのです。

ですから、このアンケートの項目としても、できればファミリーサポー

トは、活動として、病児病後児については、活動できないので削除を調整

したのですが、国の流れがあり設問することになり、結果としてはゼロに

なっているというところになります。

例えば、指の骨折等であれば、多分休まないでもいいとは思うのですが、

例えば感染症でなくても、なかなか病児病後児を預かるというところが、

会員としても負担感があり、預ける方としても不安感があるので、お断り

しているっていう実情が実はあります。

私もたびたび、このような調査を行いますが、非常に調査項目を作るの

は難しいです。調査項目ができた段階で研究は半分終わっていると言われ

るぐらいに非常に大事で、誰にどのような質問をするか、先程のことと共

にご意見があって、確かに国との比較はとても大事ではありますが、やは

り長久手の市民の方たちにぜひ聞きたいこと等の、長久手ならではのアン
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ケートを通して、出していくこともできると思います。

その意味で、本当に今回のご意見等は生かしていただければ。先程のフ

ァミリーサポートのことも、本当にそうだろうなと伺いながら、設問して

しまってることの苦渋もあると思いますので、ご検討いただければ幸いか

と思いました。

その他

こども条例制定、令和６年度の子ども・子育て会議、育休退園制度につい

て

その他の方のことについて、まず２点ほど、説明させていただきます。

資料等はございませんので、よろしくお願いします。

まず１つ、こども条例の制定が、今検討されておりまして、新しい市長

は公約にも掲げられておりまして、来年度からこども条例の制定について

制定していくということで、検討が始まっていくということになります

が、その際に、こちらの会議で皆様に検討をしていただきたいと市として

は考えております。

また、詳細については、次年度に向けて準備を整えさせていただいて、

どのようなことを審議していただくかは、少し検討した上で、次年度にご

説明させていただきたいと思っております。

また、次年度におきましては、先ほど申しました子ども・子育て支援事

業計画を策定する年です。

本年度アンケートを取らしていただきまして、来年度は策定の実務に入

ってく形になりますので、会議の回数の方も、申し訳ないのですが４・５

回ほど回数が増えるという形で考えております。皆様大変忙しいところご

協力いただいてますが、また、ご協力の方をお願いしたいなと考えており

ます。

また、もう１つですが申し上げます。

保育園の方で、現在、０歳児・１歳児・２歳児については、「育休退園」

という名前を聞いたことあるかなと思いますが、母親が出産になって育児

休暇をとられる、という話になると、お子さんが０歳・１歳・２歳児の子

は、一旦退園していただくという制度になっております。

３歳以上の場合は、そのまま残っていただくことはできるのですが、そ

の退園ということに対して、やはり不安になるというお母さんたちの声が

ずっとあります。

ただ、長久手の場合、お子さんがどんどん増えていたものですから、ま

ずは待機児童を出してはいけないということで取組をずっと進めてきた

のですが、来年度は保育園が２つ増えます。また、もう少し小さい規模の

保育園も増えてきております。

何とか待機児童が、当初申し込みの段階、随時申し込みはあるのですが、
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ゼロでいけるのかなというぐらいの見込みになったので、次の要望に答え

ていかなければという時期にきました。

ただ、全部の年齢をということは難しいので、市としては、まず２歳児、

次３歳になる子を持つ家庭が一番心配になると思うので、そこで退園させ

られてしまうと、やっと保育園に慣れたのにというお声があるので、そう

いうところについて検討していきたいと考えております。

これについても、やはり、この子ども・子育て支援事業計画の方には、

保育の見込み量や、算定等が関わってくるので、またそういう形で、令和

６年度に、早い段階の会議のところでまたご相談をかけさせていただきた

いなということを考えております。

皆様の方に、こんな形で進めていきたい、また時期としてはこのぐらい

の時期に、市民の皆さんで、やはり、ご心配されている方は周知期間とい

うのがいるので、その辺りも含めてこの時期に周知していきたい等、計画

をこちらの方で案を練りますので、また、ご相談させていただきたいなと

考えております。

その辺りを、その他のところで大変申し訳ありませんが、ご相談させて

いただきたいということでお話させていただきました。

少し明るい未来が見えるようなことで、きっと皆さん、お忙しいと思い

ますが、ご協力をいただけるものと思います。

先ほどアンケートの中でもフルタイムやパート職が増えているという

ことですので、その２歳で育休退園が求められなくなったら、どれだけお

母さんが助かるかなと、今お話を伺いながら思いました。なかなか活発な

ご意見たくさんいただいたと思いますので、ぜひ、何かにご参考にしてい

ただきまして、ご活用いただければ幸いです。

ありがとうございました。

本当にたくさんのご意見をいただきましたので、今回のアンケートのと

ころも、抜粋という形でさせていただいていますので、そのあたりも次年

度詳しくしたものを、出させていただくこともありますし、またそれを見

ていただいて、さらにご意見いただけるかなと思います。

今回のご意見も、日頃の業務も含めてまた次年度にも活かしていけるこ

とがたくさんあると考えておりますので、参考にさせていただきたいと思

っております。

この会議の今後ですが、まず会議録につきましては、ホームページの方

に公開をさせていただく形になりますので、よろしくお願いします。

本日はお忙しい中、長時間にわたり、ご協力ありがとうございました。

市子ども・子育て会議にご出席いただきまして本当にありがとうござい

ます。

本日の会議の方はこれで終了します。ありがとうございました。




